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第1条 競技のフィールド

商業的広告

フィールドのマーク

人工芝

競技のフィールドを破線や溝でマークすることは、認められない。競技者

がフィールドに許可されていないマークを足でつけた場合、反スポーツ的

行為で警告される。試合中に主審がそれを見つけたならば、次にボールが

アウトオブプレーになったとき、違反した競技者を反スポーツ的行為で警

告する。フィールド上に描くラインは第1条に規定されるもののみである。

人工芝のフィールドの色は、緑とする。

商業的広告は、フィールドの境界線から１ⅿ以上離す。



第2条 ボール

追加のボール

試合球以外のボールがフィールドに入った場合

試合中、試合球以外のボールがフィールドに入り、プレーの邪魔になった

場合、主審は試合を停止する。プレーは、試合が停止されたとき、試合球

があった場所でドロップボールにより再開される。 (４ページ参照）

試合中、試合球以外のボールがフィールドに入ったがプレーの邪魔になら

なかった場合、主審はできるだけ早い機会にそれを排除する。

(マルチボールシステムなどで）追加的に使用されるボールはフィールドの

外に配置することができるが、第２条の要件を満たしており、その使用は

主審の管理下にあるものとする。



第3条 競技者の数

交代の手続き

●交代は、プレーの停止のときのみ行うことができる。

●副審が任命されている場合、副審は交代が要求されていることをシグナ

ルする。

●交代する競技者は、競技規則に適合した理由により既にフィールド外に

出ている場合を除き、主審の承認を得てフィールドから離れる。

●交代要員は、交代する競技者がフィールドを離れるまで、フィールドに

入るのを待つ。

●交代する競技者は、ハーフウェーラインのところでフィールドから出る

必要はない。

●例えば交代要員がフィールドに入る準備が出来ていない場合など、ある

状況下では交代の手続きの承認を行わないこともできる。

●フィールドに足を踏み入れず、交代の手続きを完了していない交代要員

は、スローインやコーナーキックを行ってプレーを再開することができ

ない。

●交代されようとした競技者がフィールドを離れることを拒んだ場合、競

技は続けられる。

●ハーフタイムのインターバル中や延長戦に入る前に交代が行われる場合、

交代の手続きは後半や延長戦のキックオフの前に完了させるものとする。



フィールドにおける部外者

外的要因

競技者、交代要員またはチーム役員としてチームリストに記載されていな

い者は、外的要因とみなされる。退場を命じられた競技者も同様である。

外的要員がフィールドに入った場合、

●主審は、プレーを停止する（外的要因がプレーに干渉していなかった場

合、即座に停止しない）。

●主審は、その者をフィールドやその周囲から離れさせる。

●主審がプレーを停止した場合、試合が停止されたときにボールがあった

場所でドロップボールによりプレーを再開する。 (４ページ参照）

チーム役員

チーム役員がフィールドに入った場合、

●主審は、プレーを停止する（チーム役員がプレーに干渉していなかった

場合やアドバンテージを適用できる場合は、即座に停止しない）。

●主審は、そのチーム役員をフィールドから離れさせる。また、そのチー

ム役員の行動が無責任なものであるとき、フィールドやその周辺から離

れさせる。

●主審がプレーを停止した場合、試合が停止されたときにボールがあった

場所でドロップボールによりプレーを再開する。 (４ページ参照）



第3条 競技者の数

フィールド外の競技者

不適当な用具や衣服を正しくするため、負傷や出血の治療のため、血液が

衣服に付いている理由で、あるいはその他の理由で主審の承認を得てフィ

ールドを離れた後、競技者が主審の承認なくフィールドに復帰した場合、

主審は、

●プレーを停止する（競技者がプレーに干渉していない場合やアドバンテ

ージを適用できる場合は、即座に行う必要はない）。

●主審の承認なくフィールドに入ったことで競技者を警告する。

●必要あれば競技者をフィールドから離れるよう命ずる（第４条の違反）。

主審がプレーを停止した場合、

●その他の違反がなければ、プレーが停止されたときにボールがあった場

所から相手チームの間接フリーキックでプレーは再開される。（４ペー

ジ参照）

●競技者が第12条に違反していたならば、第12条に則って再開される。

競技者が偶発的にフィールドの境界線を越えた場合、違反を犯したとはみ

なされない。

●フィールドから踏み出すことはプレーの動きの一部であると考えられる。

交代要員、交代した競技者

交代要員や交代した競技者が承認なくフィールドに入った場合、

●主審は、プレーを停止する（問題の競技者がプレーに干渉していない場

合やアドバンテージを適用できる場合、即座に停止する必要はない）。

●主審は、反スポーツ的行為で警告する。

●その者は、フィールドを離れる。

●主審がプレーを停止した場合、プレーが停止されたときにボールがあっ

た場所から相手チームの間接フリーキックでプレーは再開される。 (４

ページ参照）



得点があったときにフィールド上に部外者がいた場合

最小競技者数

得点があったのちでプレーが再開される前に、主審が、得点があったとき

にフィールド上に部外者がいたことに気がついた場合、

●次の場合、得点を認めない。

― 部外者が外的要因であり、プレーに干渉していた。

― 部外者が得点したチームの競技者、交代要員、交代した競技者または

チーム役員であった。

●次の場合、得点を認める。

― 部外者が外的要因であったが、プレーに干渉していない。

― 部外者が得点されたチームの競技者、交代要員、交代した競技者また

はチーム役員であった。

競技会規定で全ての競技者と交代要員はキックオフの前に届けられるもの

としている場合、一方のチームが11人未満の競技者で試合を開始した場合、

先発として届けられている競技者のみが、到着後この11人を構成すること

ができる。

国際評議会の意見としては、いずれかのチームが7人未満になったときに無

効となり、主審は試合を中止する。

しかしながら、１人以上の競技者が意図的にフィールドを去って7人未満と

なった場合、主審はあえて試合を停止する必要はなく、アドバンテージを

適用することもできる。このような場合で、ボールがアウトオブプレーに

なったのち、一方のチームが７人未満の場合、主審は試合を再開させては

ならない。



第4条 競技者の用具

基本的な用具

その他の用具

色：

●ゴールキーパーを含む全ての競技者は、主審と副審と異なる色のジャー

ジーを身に付けるものとする。

●両チームのゴールキーパーのジャージーが同色で、他のジャージーと着

替えることができない場合、主審は競技を始めることを認める。

●競技者の靴が脱げてしまった直後にボールをプレーする、また得点をし

た場合は、偶発的に靴が脱げたのであるから違反とせず、得点を認める。

ゴールキーパーは、これまでと同様、基本的な用具として、足首までのト

ラックスーツを穿くことができる。

競技者は、身体を保護するだけのもので、かつ、自らを、また他の競技者

を傷つけないものであれば、基本的な用具以外の用具を用いることができ

る。

基本的な用具の以外の用具または衣服はすべて主審によって検査され、危

険ではないと判断されていなければならない。ヘッドギア、フェイスマス

ク、また膝や腕のプロテクターなど最新の保護用具は柔らかく、軽いパッ

ドが入ったものでできており危険であるとみなされないので、身につける

ことができる。

最新の技術によりスポーツめがねが着用者のみならず他の競技者に対して

も格段に安全になったことに鑑みると、主審はこのめがねの使用、特に若

い競技者が使用することに対して寛容になるべきである。

衣服や用具が試合の始まるときに検査され危険でないと判断されたが、試

合中に危険になる、または危険な方法で使用された場合、その後の使用は

認めることができない。

競技者間さらにまたテクニカルスタッフ間における無線通信システムの使

用は、認められない。



J ewellery 装身具

懲戒の罰則

全ての装身具（ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリング、皮革でで

きたバンド、ゴムでできたバンドなど）は、厳しく禁止されており、外す

ものとする。

装身具をテープで覆うことは認められない。

審判員も装身具を身に付けることはできない（時計や試合時間を計測する

同様の機器は除く）。

競技者は試合開始前に、交代要員はフィールドに入る前に検査される。プ

レー中に認められていない衣服や装身具を競技者が着用しているのを発見

した場合、

主審は、

●その競技者に問題となるものを外さなければならないと伝える。

●外すことができない、またはそれを拒んだ場合、次に競技が停止された

とき、フィールドから離れるよう命ずる。

●競技者が拒んだ場合やそのものを外すよう言われたにもかかわらず再び

身に付けていることが発見された場合、競技者を警告する。

競技者を警告するためにプレーを停止した場合、プレーを停止したときに

ボールがあった場所から行われる間接フリーキックが相手チームに与えら

れる。 (４ページ参照）



第5条 主審

職権と任務

主審は、照明が不十分であると判断した場合にプレーを停止する権限を持

つ。観客から投げられたものが主審または副審あるいは競技者またはチー

ム役員に当たった場合、主審は、その出来事の重大さに応じ、試合を続け

ることもできるし、プレーを一時的に中断、また、中止することもできる。

主審は、これらのいずれの場合も、関係機関に報告する。

ハーフタイムまたは試合終了後、同様に延長戦やペナルティーマークから

のキックが行われている間であっても、試合は主審の管轄下にあるのであ

るから、主審はイエローカードやレッドカードを示す職権を持つ。

主審が何らかの理由で一時的に任務の遂行が不能になった場合、プレーは

次にボールがアウトオブプレーになるまで副審の監視下で続けることがで

きる。

観客の笛がプレーに干渉した（例えば、プレーが停止されたと思い込み、

競技者がボールを手で拾い上げる）と主審が判断した場合、主審は試合を

停止し、プレーが停止されたときのボールの場所でドロップボールにより

プレーを再開する。 (４ページ参照）



アドバンテージ

主審は、アドバンテージを適用するのかプレーを停止するのか判断するう

えで、次の状況を考慮する。

●反則の重大さ：違反が退場に値する場合、違反直後に得点の機会がない

限り、主審はプレーを停止し、競技者を退場させる。

●反則が犯された場所：相手競技者のゴールに近ければ近いほど、アドバ

ンテージはより効果的になる。

●相手競技者のゴールに向かって、素早く、また相手チームにとって危険

な攻撃ができる機会にあるか

●試合の状況（雰囲気）

戻って最初の反則を罰するのは、直後の数秒内である。

警告に値する反則の場合は、次のプレーの停止時に警告する。しかしなが

ら、明白なアドバンテージでない限り、主審はプレーを停止し、即座に競

技者を警告することとする。次の停止時に警告がなされなければ、その後

に警告することはできない。



第5条 主審

負傷者

主審は、負傷者に対応するときには次の手続きを遵守する。

●競技者の負傷が軽いと判断した場合、ボールがアウトオブプレーになる

までプレーを続けさせる。

●競技者が重傷を負っていると判断した場合、プレーを停止する。

●負傷した競技者に質問をしたのち、競技者の負傷程度を判断し、競技者

の安全を確保して迅速にフィールドから搬出するため、１名または最大

２名のドクターのフィールドへの入場を認めることができる。

●担架搬送者は担架を持ってドクターが入るのと一緒にフィールドに入り、

負傷した競技者をできるだけ早く退出させる。

●主審は、負傷した競技者をフィールドから安全に退出できるようにする。

●競技者は、フィールド内で治療を受けることができない。

●負傷により出血している競技者は、フィールドから離れるものとする。

主審が、止血を十分に確認するまで、その競技者はフィールドに復帰す

ることができない。競技者は、血液のついた衣服を身に付けることは許

されない。

●主審がドクターのフィールド入場を認めたときは、競技者は担架に乗っ

て、または歩いて、すぐさまフィールドから離れるものとする。競技者

が拒んだならば、反スポーツ的行為で警告される。

●負傷した競技者は、試合が再開されたのち、フィールドに復帰すること

ができる。

●ボールがインプレー中、負傷した競技者はタッチラインからフィールド

に復帰するものとする。ボールがアウトオブプレー中であれば、負傷し

た競技者はいずれの境界線からであっても復帰することができる。

●ボールがインプレー、アウトオブプレーにかかわらず、主審のみが負傷

した競技者のフィールド復帰を認めることができる。

●主審は、副審または第4の審判員によって復帰の準備ができていると確認

されたならば、負傷した競技者に復帰の承認を与えることができる。

●その他の理由でプレーが停止されているのではなく、また競技者の負傷

が競技規則の違反に起因していないのであれば、主審はプレーをドロッ

プボールにより再開する。



●主審は、負傷の対応により空費された時間のすべてを前、後半の最後に

プレーさせる。

●主審がカードを提示しようとした負傷した競技者が治療のためフィール

ドを離れなければならなくなった場合、主審はその競技者がフィールド

を離れる前にカードを提示する。

この規定の例外は、次の場合にのみ適用される。

●ゴールキーパーが負傷したとき。

●ゴールキーパーとフィールドプレーヤーが衝突し、即座な対応が必要な

とき

●重篤な負傷が発生したとき（例えば、舌が気道を防ぐ、脳や心臓の震盪、

足の骨折）

２つ以上の反則が同時に起こる

●同じチームの２人の競技者が反則を犯した場合、

－ 主審は同時に犯された２つ以上の反則の最も重いものを罰する。

－ プレーは最も重い反則に対応して再開される。

●異なったチームの競技者が反則を犯した場合、

－ 主審はプレーを停止し、停止したときにボールがあった場所でドロ

ップボールによりプレーを再開する。 (４ページ参照）



審判員へのガイドライン

ボールがインプレー中の位置取り

プレーが停止している状況での位置取り

求められる位置取り

●主審とプレーが行われている側の副審でプレーを挟む。

●主審は、プレーが行われている側の副審を視野に入れる。主審は、対角

線式審判法を広く用いる。

●主審は、プレーの外側に向かって位置することによって、プレーとプレ

ーが行われている側の副審を容易に視野に入れることができる。

●主審は、プレーに干渉することなく、十分にプレーに近づく。

●〝監視しなければならないもの"は、常にボール周辺にあるというもので

はない。

また、主審は次のことにも留意する。

●挑戦的な競技者がボールとは関係ない場所で対立を引き起こすこと

●プレーが向かっている地域内での反則の可能性

●ボールがプレーされた後の反則

最良の位置をとることにより、正しい判定を下すことができる。位置取り

に関しては、プレーの可能性に基づくことを基本とし、それに加えチーム

や競技者、そこに至るまでの出来事などの情報により修正していかなけれ

ばならない。

次図に指示する位置取りは、基本的なものであり、審判員に勧められてい

るものである。〝ゾーン"について、すべての位置取りはその効果を最大限

に引き出せるエリアとして、取ることが勧められるものである。これらの

ゾーンは、ことが起きたときの状況により、大きくなったり、小さくなっ

たり、また異なった形状となる。



1.ボールが停止しているときの位置取り － キックオフ

2.ボールが停止しているときの位置取り － ゴールキック



審判員へのガイドライン

3.ボールが停止しているときの位置取り － コーナーキック(１)

4.ボールが停止しているときの位置取り － コーナーキック(２)



5.ボールが停止しているときの位置取り － フリーキック(１）

6.ボールが停止しているときの位置取り － フリーキック(２）



審判員へのガイドライン

7.ボールが停止しているときの位置取り － フリーキック(３）

8.ボールが停止しているときの位置取り － フリーキック(４）



9.プレーが停止しているときの位置取り － ペナルティーキック



主審のシグナル

直接フリーキック アドバンテージ

イエローカード

間接フリーキック

レッドカード



ボディー・ランゲージ

笛の使い方

ボディー・ランゲージは、主審が次のときに用いるツールである。

●試合のコントロールを援助する

●主審の権限や主審が落ち着いていることを示す

ボディー・ランゲージは、次のときに用いない。

●判定の説明になるような場合

次の場合には、笛を吹くことが必要である。

●前、後半の、また得点後のキックオフのとき

●次の理由でプレーを停止するとき

― フリーキックまたはペナルティーキック

― 試合の中断または終結

― すべての試合時間が終わった、前、後半の終了時

●次の場合にプレーを再開するとき

― 適切な距離まで壁を下げたときのフリーキック

― ペナルティーキック

●次の理由でプレーが停止された後にプレーを再開するとき

― 不正行為に対するイエローカードやレッドカードの提示

― 負傷者の発生

― 交代

次の場合、笛を吹く必要はない。

●次の理由でプレーを停止するとき

― ゴールキック、コーナーキックまたはスローイン

― 得点

●次の場合にプレーを再開するとき

― フリーキック、ゴールキック、コーナーキック、スローイン

不必要な笛を多く吹きすぎると、本当に必要な場合に効果が薄れることに

なる。プレーの開始のために任意の笛が必要な場合、主審は、笛のシグナ

ルまではプレー再開とならないと競技者にはっきり伝える。



第6条 副審

職権と任務

位置取りとチームワーク

副審は、主審が競技規則に従って試合をコントロールすることを援助する。

また、主審の要請や指示によりその他試合運営にかかわるすべての事項に

ついて援助する。通常、これは次のようなことである。

●フィールド、使用されるボールおよび競技者の用具を検査する。

●用具や出血の問題が解決されたかどうか判断する。

●交代の手続きを監視する。

●予備的に時間、得点および不正行為の記録を取る。

1.キックオフ

副審は、二人目の守備側競技者のラインにつく。



2.試合中の一般的な位置取り

副審は二人目の守備側競技者のラインにつくが、ボールが二人目の守備側

競技者よりゴールラインに近い場合はボールのところにつく。副審は、つ

ねにフィールドに面する。



第6条 副審

3.ゴールキック

１．副審は、先ずボールがゴールエリア内あるかどうかチェックする。ボ

ールが正しく置かれていない場合、副審はその位置から動かず、主審

を目で確認し、旗を上げる。

２．ボールが正しくゴールエリア内に置かれたならば、副審はペナルティ

ーエリアの端まで動き、ボールがペナルティーエリアから出る（ボー

ルがインプレーとなる）ことや攻撃側競技者がエリア内にいないこと

をチェックする。

●二人目の守備側競技者がゴールキックを行う場合、副審は直接ペナ

ルティーエリアの端まで動く。

３．最終的には、副審はオフサイドラインのチェックができる位置取りを

する。オフサイドラインのチェックはどんなときでも非常に重要なこ

とである。



4.ゴールキーパーがボールを放す

副審はペナルティーエリアの端のところに位置を取り、ゴールキーパーが

ペナルティーエリアの外でボールを手で触れていないかどうかチェックす

る。

ゴールキーパーがボールを放したら、オフサイドラインのチェックができ

る位置取りをする。オフサイドラインのチェックはどんなときでも非常に

重要なことである。



第6条 副審

5.ペナルティーキック

副審は、ゴールラインとペナルティーエリアラインの交点のところに位置

する。ボールがけられる前にゴールキーパーが露骨に前進し、得点となら

なかった場合、副審は旗を上げる。



6.ペナルティーマークからのキック

副審の一人がゴールラインとゴールエリアの交点に位置する。その主たる

任務は、ボールがラインを越えたかどうかをチェックすることである。

●ボールが明らかにゴールラインを越えたならば、副審は主審を目で確認

し、それ以外のシグナルを示さない。

●得点となったが、ボールがラインを越えたかどうか明らかでない場合、

副審は先ず旗を上げて主審の注意を引き、次いで得点を認める。

もう一方の副審はセンターサークルのところにいて、両チームの残りの競

技者をコントロールする。



第6条 副審

7.得点か得点でないかの状況

得点があり、その判定に疑問がないとき、主審と副審は目で確認し合う。

その後、副審は、旗を上げずに25～30ⅿタッチラインに沿いハーフウェー

ラインに向かってすばやく走る。



得点があり、ボールが依然インプレーのように見えるとき、副審は先ず旗

を上げて主審の注意を引く。その後、通常の得点の手続きで、25－30ⅿタ

ッチラインに沿いハーフウェーラインに向かってすばやく走る。

ボールのすべてがゴールラインを越えず、得点となっていないのでそれま

でどおりプレーが続く場合は、主審は副審と目で確認し合い、必要であれ

ば手で目立たないシグナルを送る。



第6条 副審

8.コーナーキック

コーナーキックのときの副審の位置は、ゴールラインの延長上でコーナー

フラッグの後方である。副審は、このポジションで、競技者がコーナーキ

ックを行うのに干渉しない。また、ボールがコーナーアーク内に正しく置

かれているかチェックする。



9.フリーキック

フリーキックのときの副審の位置は、何よりも重要なオフサイドラインの

チェックをするため、二人目の守備側競技者のラインとなる。しかしなが

ら、シュートが直接ゴールに放たれる場合は、ボールを追いかけタッチラ

インに沿ってコーナーフラッグ方向に動ける用意をしておく。



第6条 副審

ジェスチャー

ランニング技術

シグナルビープ

一般的なルールとして、副審は手によるシグナルを明白には示さない。し

かしながら、いくつかのケースでは、目立たない手のシグナルは主審にと

って貴重な援助となり得る。手のシグナルは、意図をクリアに示さなけれ

ばならない。その意図は試合前の打ち合わせで話し合われ、納得されてい

なければならない。

一般的なルールとして、副審は走っている間ピッチに面していなければな

らない。サイドステップによる動き方は短い距離を走るために用いられる。

これは、オフサイドの見極めのため、特に重要で、またより良い視線が確

保できることになる。

シグナルビープ・システムは主審の注意を引くために必要であるときのみ

に使用される追加的なシグナルであることを、主審、副審共に留意する。

シグナルビープが有用な状況は、次のときである。

●オフサイド

●(主審の視野外での）ファウル

●(判断が難しいときの）スローイン、コーナーキックまたはゴールキック

●(判断が難しいときの）得点



副審のシグナル

ゴールキック

交代 攻撃側競技者の
スローイン

守備側競技者の
スローイン

コーナーキック



副審のシグナル

オフサイド フィールドの近い側の
オフサイド

フィールドの遠い側の
オフサイド

フィールドの中央の
オフサイド

守備側競技者によるファウル 攻撃側競技者によるファウル



フラッグテクニックとチームワーク

副審の旗は、常に広げた状態にしておき、走っているときもバタバタさせ

ず、主審に見えるようにする。

シグナルするとき、副審は走らず、フィールドに面し、主審を目で確認し

て、（急がず、過度にならず）落ちついて旗を上げる。旗は、腕とまっすぐ

になるようにする。

副審は、次のシグナルを示す方の手で旗を上げる。状況が変り、次のシグ

ナルをもう一方の手で行わなければならなくなった場合、副審は腰より低

い位置で反対の手に旗を持ち替える。

副審は、ボールがアウトオブプレーになったことをシグナルするときは、

主審がそれを認識するまでシグナルし続ける。

乱暴な行為があり副審がシグナルしたが、主審がそのシグナルをすぐに見

ることがなかったとき

●懲戒のための措置を取るためにプレーを停止した場合、その再開は競技

規則にしたがって(フリーキックやペナルティーキックなどで)行われる。

●プレーが再開されてしまったとき、懲戒のための措置のみを取ることが

できる。

スローイン

副審に近い位置でボールがタッチラインを越えたときのシグナルは、直接

スローインの方向を示す。

副審から遠い位置であるが、明らかにボールがタッチラインを越えたとき

のシグナルも直接スローインの方向を示す。

副審から遠い位置でボールがタッチラインを越えたが、依然ボールはイン

プレーのように見えるとき、または副審からどちらのスローインか不確か

であるとき、副審は旗を上げて主審にボールがアウトオブプレーになった

ことを伝え、主審を目で確認して主審のシグナルに合わせる。



副審のシグナル

コーナーキック／ゴールキック

副審に近い位置でボールがゴールラインを越えたとき、右手（良い視野を

得るため）でゴールキックかコーナーキックかのシグナルをする。

副審に近い位置でボールがゴールラインを越えたが、依然インプレーのよ

うに見えるとき、副審は先ず旗を上げ、主審にボールがアウトオブプレー

であることを伝え、その後ゴールキックなのかコーナーキックなのかシグ

ナルする。

副審から遠い位置でボールがゴールラインを越えたとき、副審は主審にボ

ールがアウトオブプレーであることを示すため旗を上げ、主審を目で確認

して主審の判定に合わせる。副審は、はっきりとしたものに対しては、直

接方向を示すこともできる。

オフサイド

オフサイドがあった後に副審が取る最初の対応は、旗を上げることである。

その後、旗を用い、反則のあった地域を示す。

主審が旗をすぐに見なかった場合、副審は主審が気づくまで、または明ら

かに守備側チームがボールをコントロールするまでシグナルをし続ける。

旗は右手で上げることにより、副審の良い視野が確保される。

交代

交代の対応について、第4の審判員はまず副審に知らせる。次いで副審は、

次のプレーの停止のとき主審にシグナルする。第4の審判員が交代の手続き

を行うとき、副審はハーフウェーラインまで移動する必要はない。

第4の審判員がいない場合、副審は交代の手続きを援助する。この場合、主

審は副審が位置についてからプレーを再開する。



ファウル

副審に近い場所または主審の視野外でファウルまたは不正行為が犯された

とき、副審は旗を上げる。その他の状況ではすべて、意見を求められるま

で待つ。意見を求められた場合、副審は何を見たのか、聞いたのか、どの

競技者が関わったのか、主審に伝える。

反則をシグナルする前に、副審は次のことを判断する。

●反則が主審より副審の近くで起こったか（これは、ある状況下において

ペナルティーエリア内で起きた反則に適用する）。

●反則が主審の視野外にあったのか、または主審の視野が遮られていたの

か。

●主審が反則を見た後、アドバンテージを適用するのかしないのか。

ファウルまたは不正行為が犯されたとき、副審は次のことをする。

●次にシグナルするときに用いる手と同じ手で旗を上げることにより、主

審にどちらの競技者がファウルを犯したか容易に示すことができる。

●主審を目で確認する。

●旗を左右に振る（過度にまたは強く振ることは避ける）。

●必要であるならば、シグナルビープを用いる。

副審は〝ウエイト・アンド・シー：Wait &See（多少待って、様子をうか

がう）技術"を用いてプレーを続けさせ、反則をおかされたチームがアド

バンテージにより利益を得た場合旗を揚げない。

この場合、副審が主審を目で確認することが大変重要である。



副審のシグナル

ペナルティーエリア外のファウル

ファウルが（ペナルティーエリアの境界線近くの）ペナルティーエリアの

外で犯されたとき、副審は主審を目で確認し、どこに主審がいるのかどの

ような対応をとったのかを判断する。副審はペナルティーエリアのライン

のところに立ち、必要であれば旗を上げる。

カウンターアタックの状況であれば、ファウルが犯されているのかどうか、

ファウルがペナルティーエリアの内か外か（これらはどんな場合でも優先

して判断しなければならない）、さらにどのような懲戒の罰則を与えるの

か、主審に伝えることができるようにする。

ペナルティーエリア内のファウル

特に副審の位置の近くのペナルティーエリア内において、ファウルが主審

の視野外で犯されたとき、先ず副審は主審を目で確認し、どこに主審がい

るのかどんな対応を取ったのかを判断する。主審が何の対応も取らなかっ

た場合、副審は旗をあげ、ビープシグナルを用いると共にはっきりとコー

ナーフラッグの方向に移動する。

集団的対立

多くの競技者を巻き込んで騒動になった場合、近くの副審がフィールドに

入って主審を援助することができる。もう一方の副審は監視して出来事の

事実の詳細について記録する。



協議

懲戒に関する問題に対処するとき、いくつかのケースにおいては目で確認

し合うことと副審から主審への判りやすい手による目立たないシグナルで

十分である。

直接話し合うことが求められる場合においては、必要に応じ、副審は２～３

ⅿフィールドの内に入る。話し合うときは、主審と副審の両方がフィール

ド内に顔を向け、会話を聞かれないようにする。

壁の距離

フリーキックが副審の位置のタッチライン近くで与えられたとき、副審は

フィールド内に入って壁がボールから9.15ⅿ離れるよう手助けすることが

できる。副審は、ボールの位置からの距離をはっきり示す。この場合、主

審は副審がポジションに戻るのを待ってプレーを再開する。



第7条 試合時間

時間の追加 空費された時間の追加

(スローインやゴールキックなどで）プレーが多く停止されることは至って

当然のことである。プレーの停止にあまりに時間がかかった場合のみに、

時間が追加される。

第４の審判員は、前、後半の最後に、主審によって決定された最小限に追

加される時間を表示する。発表された追加時間は、その試合における正確

な残り時間を示すものではない。妥当だと判断されるのであれば、主審は

それを増やすことはできるが減らすことはできない。

前半に時間計測を間違えたとしても、主審は後半の時間を延ばす、または

短くして埋め合わせることはできない。



第8条 プレーの開始および再開

ドロップボール

(ゴールキーパーを含む）すべての競技者がドロップボールに参加すること

ができる。ドロップボールに参加が必要な最小、最大競技者数は定められ

ていない。主審は、誰がドロップボールに参加してよいのかどうかの決定

を行うことはできない。



第9条 ボールインプレーおよびボールアウトオブプレー

フィールド内で競技者以外の者がボールに触れる

主審と副審は試合の一部であるので、ボールがインプレー中、ボールが主

審または一時的にフィールド内にいた副審に触れた場合でもプレーを続け

る。



第10条 得点の方法

ノーゴール

ボールの全体がゴールラインを越える前に主審が得点をシグナルし、直後

にその誤りに気付いた場合、プレーはドロップボールにより再開される。

(４ページ参照）



第11条 オフサイド

違反

オフサイドの反則が起きたとき、主審は、味方競技者の一人がオフサイド

の反則を犯した競技者に対して最後にボールをプレーしたとき、（オフサイ

ドの反則を犯した）競技者がいた場所から行われる間接フリーキックを与

える。

守備側競技者が相手競技者をオフサイドの位置に置くためゴールラインの

後方に下がった場合、主審はプレーを続けさせ、ボールが次にアウトオブ

プレーになったとき主審の承認なくフィールドを離れたことでその守備側

競技者を警告する。

オフサイドの位置にいる競技者が、実際のプレーに関わっていないことを

主審に示すためフィールドの外に出ることは反則ではない。しかしながら、

競技者が戦術的な理由でフィールドを離れ、フィールドに復帰することで

不正に利益を得た場合、競技者は反スポーツ的行為で警告される。フィー

ルドに復帰するために、競技者は主審の承認を求める必要がある。

ボールがゴールに入ったとき攻撃側競技者がゴールポスト間のゴールネッ

ト内で動かずにいた場合、得点は認められる。

しかしながら、攻撃側競技者が相手競技者を惑わせていた場合、得点は認

められず、競技者は反スポーツ的行為で警告され、プレーはボールがあっ

た場所でドロップボールにより再開される。 (４ページ参照）



ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

オフサイド

オフサイドではない

1．プレーに干渉する

2．プレーに干渉する

オフサイドポジションにいた攻撃側競技者(Ａ)は相手競技者に干渉しなかったが、

ボールに触れた。副審は、競技者がボールに触れたときに旗を上げなければならな

い。

オフサイドポジションにいた攻撃側競技者(Ａ)は相手競技者に干渉することなく、

またボールにも触れなかった。

競技者はボールに触れなかったので、罰せられることはない。



第11条 オフサイド

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

オフサイドではない

オフサイド

3．プレーに干渉する

4．プレーに干渉する

オフサイドポジションにいた攻撃側競技者(Ａ)がボールに向かって走った。オンサ

イドポジションにいた味方競技者(Ｂ)もボールに向かって走って、ボールをプレー

した。

競技者(Ａ)はボールに触れなかったので、罰せられることはない。

オフサイドポジションにいた攻撃側競技者(Ａ）は、オンサイドポジションにいるそ

の他の味方競技者がボールをプレーする可能性がないと主審が判断した場合、ボー

ルにプレーする、あるいは触れる前に罰せられる。



ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

オフサイド

ゴールキック

5．プレーに干渉する

6．相手競技者に干渉する

攻撃側競技者(Ａ)がオフサイドポジションにいて、ゴールキーパーの視線を遮った。

競技者は、相手競技者のプレー、あるいはプレーする可能性を妨げたことで罰せら

れなければならない。

オフサイドポジションにいた攻撃側競技者(１)はボールに向かって走ったが、ボー

ルに触れなかった。

副審は、ゴールキックのシグナルをしなければならない。



第11条 オフサイド

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

オフサイドではない

オフサイドではない

7．相手競技者に干渉する

8．相手競技者に干渉する

攻撃側競技者(Ａ)はオフサイドポジションにいるが、ゴールキーパーの視線を遮っ

たり、身振りや動きでゴールキーパーを惑わしたり、混乱させていない。

オフサイドポジションにいる攻撃側競技者(Ａ)はボールに向かって走ったが、相手

競技者のプレー、あるいはプレーする可能性を妨げていない。また、競技者(Ａ)は、

身振りや動きで、相手競技者(Ｂ)を惑わしたり、混乱させたりしていない。



ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

オフサイド

オフサイド

9．相手競技者に干渉する

10．利益を得る

オフサイドポジションにいる攻撃側競技者(Ａ)はボールに向かって走り、相手競技

者(Ｂ)がプレーする、あるいはプレーする可能性を妨げた。競技者(Ａ)は、身振り

や動きで相手競技者(Ｂ)を惑わした、あるいは混乱させた。

味方競技者(Ａ)がシュートしたボールがゴールキーパーからはね返り、競技者(Ｂ)

のところに来た。競技者(Ｂ)は既にオフサイドポジションにいてボールをプレーし

たので、罰せられる。



第11条 オフサイド

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

オフサイドではない

オフサイド

11．利益を得る

12．利益を得る

味方競技者(Ａ)がシュートしたボールがゴールキーパーからはね返って、オンサイ

ドポジションにいた競技者(Ｂ)がボールをプレーした。

競技者(Ｃ)はオフサイドポジションにいたが、ボールに触れず、オフサイドポジシ

ョンにいたことによって利益を得ていないので、罰せられない。

味方競技者(Ａ)がシュートしたボールが相手競技者からはね返って攻撃側競技者

(Ｂ)のところに来た。競技者(Ｂ)は既にオフサイドポジションにいてボールをプレ

ーしたので、罰せられる。



ゴールキーパー

守備側競技者

攻撃側競技者

主審

ボールの動き

競技者の動き

オフサイドではない

13．利益を得る

攻撃側競技者(Ｃ)はオフサイドポジションにいたが、相手競技者に干渉していない。

味方競技者(Ａ)がオンサイドポジションにいる競技者(Ｂ1)にボールをパスし、競技

者(Ｂ1)は相手ゴールに向かって(Ｂ2)まで走り、ボールを味方競技者(Ｃ)にパスし

た。しかし、ボールがパスされたされたとき、競技者(Ｃ)はオンサイドポジション

にいたので、罰せられない。



第12条 ファウルと不正行為

ファウルとなるための基本的条件

不用意な、無謀な、過剰な力で

相手競技者をチャージする

反則がファウルとして判断されるためには、次の条件を満たすものとする。

●競技者によって犯される

●フィールド内で起きる

●ボールがインプレー中に起きる

ボールがインプレー中、反則がフィールド外で犯されたので主審がプレー

を停止した場合、プレーはボールがあった場所でドロップボールにより再

開される。 (４ページ参照）

〝不用意な"とは、競技者が相手に挑むとき注意や配慮が欠けていると判断

される、または慎重さを欠いてプレーを行うことである。

●ファウルが不用意であると判断された場合、懲戒の罰則を追加する必要

はない。

〝無謀な"とは、競技者が相手競技者に対しての危険を全く無視して、また

は結果的に危険となるプレーを行うことである。

●無謀な方法でプレーした競技者は警告される。

〝過剰な力で"とは、競技者がはるかに必要以上の力を用いて相手競技者を

負傷の危険に晒すことである。

●過剰な力を用いた競技者は、退場を命じられる。

チャージングとは、スペースを確保するべく、ボールがプレーできる範囲

内で、腕やひじを用いず、身体的接触を用いて挑むことである。

次の方法で相手競技者をチャージすることは、反則である。

●不用意な方法で

●無謀な方法で

●過剰な力で



相手競技者を抑える

手、腕あるいは体を用いて相手競技者の進行や動きを阻止することは、相

手競技者を抑えることである。

特にコーナーキックやフリーキックのときのペナルティーエリア内の相手

競技者を抑える反則に対して、早めに介入し、毅然とした対応をすること

に留意する。

これらの状況に対して、

●主審は、ボールがインプレーになる前に、相手競技者を抑える競技者に

注意する。

●ボールがインプレーになる前に、引き続き相手競技者を抑える競技者を

警告する。

●ボールがインプレーになったのちにこの反則が犯された場合、直接フリ

ーキックまたはペナルティーキックを与えると共に反則した競技者を警

告する。

守備側競技者がペナルティーエリアの外で相手競技者を抑え、そのままペ

ナルティーエリア内でも抑えていた場合、主審はペナルティーキックを与

える。

懲戒の罰則

●相手競技者を抑えて、相手競技者がボールを保持することを妨げる、ま

たは有利な位置を得ようとするのを阻止した競技者は反スポーツ的行為

で警告される。

●相手競技者を抑えて、決定的な得点の機会を阻止した競技者は、退場を

命じられる。

●その他の相手競技者を抑える状況に対しては、懲戒の罰則を与えない。

プレーの再開

●直接フリーキックは、反則が犯された場所から行われる (４ページ参

照）、または、それがペナルティーエリア内で起きた場合はペナルティー

キックが与えられる。



第12条 ファウルと不正行為

ボールを手で扱う

競技者が手や腕を用いて意図的にボールに触れる行為はボールを手で扱う

反則である。主審は、この反則を見極めるとき、次のことを考慮する。

●ボールが手の方向に動いているのではなく、手がボールの方向に動く。

●相手競技者とボールの距離（予期していないボール）。

●手が不必要な位置にある場合は、反則である。

●手に持った衣服やすね当てなどでボールに触れることは、反則とみなさ

れる。

●サッカーシューズやすね当てなどを投げてボールにぶつけることは、反

則とみなされる。

懲戒の罰則

競技者が次のように意図的にボールを手で扱ったとき、反スポーツ的行為

で警告されることになる。

●意図的かつ露骨にボールを手で扱って、相手競技者がボールを受け取る

のを阻止する。

●手でボールを扱って得点しようとする。

しかしながら、競技者が意図的にボールを手で扱って決定的な得点を阻止

した場合、退場を命じられる。この罰則は競技者がボールを手で扱うこと

によるものではなく、得点となりそうな状況を阻止するということによる

ものである。これは公正を欠いた介入で、（サッカー競技にとって）受け入

れられることのできないものである。

プレーの再開

●直接フリーキックは、反則が起きた場所から行われる (４ページ参照）、

または、それがペナルティーエリア内で起きた場合はペナルティーキッ

クが与えられる。

ゴールキーパーは、自分のペナルティーエリア外において、手でボールを

扱うことについて他の競技者と同様に制限される。自分のペナルティーエ

リアおいて、ゴールキーパーが手でボールを扱うことは違反とならず、手

でボールを扱うことで直接フリーキックになることや他の不正行為を犯し

たことにはならない。しかしながら、（味方競技者がキックしたボールを手

で触れる場合など）いくつかの反則に関しては、間接フリーキックになる

ことがある。



ゴールキーパーの反則

ゴールキーパーに対する反則

ゴールキーパーは、６秒を超えてボールを手で保持することはできない。

次のときゴールキーパーがボールを保持していると判断される。

●ボールがゴールキーパーの両手で持たれているとき、またはボールがゴ

ールキーパーの手とグラウンドや自分の体など他のものとの間にあると

き

●ゴールキーパーが広げた手のひらでボールを持っているとき

●ボールをバウンドさせる、または空中に軽く投げ上げたとき

ゴールキーパーが手でボールを保持しているとき、相手競技者はゴールキ

ーパーに挑むことができない。

ゴールキーパーは、次の状況下において、自分のペナルティーエリア内で、

ボールを手で触れることができない。

●保持したボールを放したのち、他の競技者が触れる前に再びボールを手

で扱った場合

― ゴールキーパーがボールを手や腕のいずれかの部分で触れることは、ボ

ールをコントロールしていると判断されるが、セービングなどで偶発的

にゴールキーパーからはね返ったボールについてはその範囲でない。

― ゴールキーパーがボールを意図的に手で転がして運ぶことも保持にあ

たる

●味方競技者が意図的にゴールキーパーにキックしたボールにゴールキー

パーが手で触れた場合

●味方競技者によってスローインされたボールをゴールキーパーが直接受

けて手で触れた場合

プレーの再開

間接フリーキックは、反則が起きた場所から行われる。 (４ページ参照）

●ゴールキーパーがボールを手から放すのを妨げることは、反則である。

●ゴールキーパーがボールを放そうとしているときに競技者がそのボール

をけるまたはけろうとすることは、危険な方法でプレーすることで罰せ

られるものとする。

●コーナーキックを行うときなどに不正な方法でゴールキーパーを妨げて

ゴールキーパーの動きを制限することは反則である。



第12条 ファウルと不正行為

危険な方法でのプレー

危険な方法でプレーするとは、ボールをプレーとしようするとき、（自分を

含む）競技者を負傷させることになるすべての行為である。この反則は、

近くにいる相手競技者が負傷への恐怖感からプレーできないようすること

である。この行為が相手競技者に悪影響を及ぼすとき反則となる。

主審が相手競技者に対して危険でないと判断した場合、シザーズキック、

バイシクルキックは行うことができる。

危険な方法でのプレーには、競技者間の身体的接触がない。身体的接触が

あった場合、直接フリーキックやペナルティーキックで罰せられる行為と

なる。身体的接触がある場合、主審は不正行為も犯される可能性が高いこ

とを十分考慮しなければならない。

懲戒の罰則

●競技者が危険ではあるが〝通常の方法"で相手に挑んだ場合、主審は懲

戒的措置を取るべきでない。その行為により明らかに負傷を引き起こす

可能性がある場合、主審は競技者を警告するべきである。

●競技者が危険な方法でプレーして、（相手競技者の）決定的な得点の機会

を阻止した場合、主審は、その競技者に退場を命じる。

プレーの再開

●間接フリーキックは、反則が起きた場所から行われる。(４ページ参照）

●身体的接触があった場合、直接フリーキックやペナルティーキックで罰

せられる間接フリーキックとは異なった反則が犯されたということにな

る。



相手競技者の進行を妨げる

相手競技者の進行を妨げるとは、ボールが競技者のプレーできる範囲外に

あるとき、相手競技者の進路に入り込み、その進行を妨げる、ブロックす

る、スピードを落させる、進行方向の変更を余儀なくさせることである。

すべての競技者は、フィールド上においてそれぞれのポジションをとるこ

とができる。相手競技者の進路上にいることは、相手の競技者の進路に入

り込むこととは同じでない。

体を相手競技者とボールの間に置くことは、許される。戦術的な理由で相

手競技者とボールの間に自らを置くことは、ボールがプレーできる範囲に

あり、相手競技者を手や体で抑えていない限り、反則ではない。ボールが

プレーできる範囲にある場合、その競技者は正しい方法で相手競技者によ

りチャージされることがある。



第12条 ファウルと不正行為

カードを提示するまでプレーを再開させない

反スポーツ的行為に対する警告

主審が警告または退場でカードを提示することとした場合、その行為を実

施し終えるまでプレーを再開させない。

次の反則を行った場合など、競技者が反スポーツ的行為で警告される状況

は様々である。

・直接フリーキックとなる6項目の反則を無謀に行う。

・策略的な目的で相手競技者に干渉する、またチャンスとなる攻撃の芽を

摘むファウルを犯す。

・相手競技者を抑えて、戦術的な目的でボールから遠ざけようとする、ま

たボールに向かうのを妨げる。

・ボールを手で扱って、相手競技者がボールを受け取るのを妨げる、また

攻撃の展開を防ぐ（ゴールキーパーが自分のペナルティーエリアにある

ボールを扱う場合を除く）。

・ボールを手で扱って得点をしようと試みる（その試みが成功しようとし

まいと）。

・負傷を装って、またファウルをされたふりをして（シミュレーション）、

主審を騙そうとする。

・プレー中、また主審の承認を得ずゴールキーパーと入れ替わる。

・サッカー競技に対して敬意を払わない態度で行動する。

・フィールドから離れる承認を得たあと、歩いてフィールドから出る途中

ボールをプレーする。

・プレー中、また再開のときに言葉で相手競技者を惑わす。

・フィールドに認められないマークを描く。



得点の喜び

競技者が得点をしたときに喜びを表すことは認められることであるが、そ

の表現は過度になってはならない。

適度な得点の表現は許されるが、喜びを振付けられた踊りで表し過度に時

間をかけてしまうものは勧められない。主審、副審および第4の審判員は、

そのようなものに対して介入するよう求められる。

次の場合、競技者は警告される。

●競技者が相手を挑発する、嘲笑する、また相手の感情を刺激すると主審

が判断する

●得点を喜ぶために周囲のフェンスによじ登る

●ジャージーを脱ぐ、ジャージーを頭に被る

●マスクや同様のものを顔や頭に被る

得点の喜びのためにフィールドを離れること自体、警告の反則ではない。

しかし、競技者は、できるだけ早くフィールドに戻らなければならない。

得点の喜びに対応するにあたって、主審、副審および第4の審判員は予防的

に対応するとともにコモンセンスを用いることが求められる。



第12条 ファウルと不正行為

言葉や行動で異議を示す

プレーの再開を遅らせる

繰り返し競技規則に違反する

言葉であろうと態度であろうと、主審の判定に対して抗議する競技者は異

議を示したことで警告される。

チームの主将は、競技規則下において、なんら特別な地位や特権を与えら

れているものではないが、そのチームの行動についてある程度の責任を有

している。

主審、副審および第4の審判員は、競技者が繰り返し競技規則に違反するこ

とに対して、いつでも注意を払っていなければならない。特に、一人の競

技者が異なった反則を何度も犯すことにも気をつける必要があり、その競

技者は競技規則に繰り返し違反したことで警告される。

〝繰り返し"の回数や反則のパターンは特に示されていない。― これは全

くもって判断によるものであり、効果的な試合のコントロール上考慮され

るべきものである。

主審は、次のような策略でプレー再開を遅らせる競技者を警告しなければ

ならない。

●主審にやり直しを命じさせる目的だけで、間違った場所からフリーキッ

クを行う。

●スローインを行うとしたが急に味方競技者の１人にスローインを任せる。

●主審がプレーを停止したあとボールを遠くへける、またボールを手で持

ち去る。

●スローインまたはフリーキックを行うことを過度に遅らせる。

●交代が行われるとき、フィールドから離れることを遅らせる。

●主審がプレーを停止後、意図的にボールに触れて対立を引き起こす。



著しく不正なファウルプレー

ボールがインプレーで、競技者がボールに挑むとき、相手競技者に対して

過剰な力や粗暴な行為を加えた場合、著しく不正なファウルプレーを犯し

たことになる。

いかなる競技者もボールに挑むときに、過剰な力や相手競技者の安全に危

険を及ぼす方法で、相手競技者に対し片足もしくは両足を使って前、横、

あるいは後ろから突進した場合、著しく不正なファウルプレーを犯したこ

とになる。

明らかに決定的な得点の機会が続く場合を除き、著しく不正なファウルプ

レーがある状況ではアドバンテージを適用すべきでない。アドバンテージ

を適用した場合、主審は次にボールがアウトオブプレーになったとき、著

しく不正なファウルプレーでその競技者に退場を命じる。

著しく不正なファウルプレーを行った競技者は退場が命じられ、反則が起

きた場所からの直接フリーキックで、またペナルティーエリア内で反則が

起きた場合ペナルティーキックでプレーを再開する。 (４ページ参照）



第12条 ファウルと不正行為

乱暴な行為

競技者がボールに挑んでいないとき、相手競技者に対して過剰な力や粗暴

な行為を加えた場合、乱暴な行為を犯したことになる。

また、味方競技者、観客、審判員あるいはその他の者に対して過剰な力や

粗暴な行為を加えた場合、乱暴な行為を犯したことになる。

乱暴な行為は、ボールがインプレーであるとないとにかかわらず、フィー

ルド内またはフィールドの境界線の外側のいずれでも起こり得る。

主審、副審および第4の審判員は、しばしば乱暴な行為が集団的な騒動を引

き起こすことに留意し、積極的に介入して、それが引き起こされないよう

にしなければならない。

乱暴な行為を行った競技者、交代要員、交代した競技者には、退場が命じ

られる。



プレーの再開

●ボールがアウトオブプレーの場合、プレーはその前の判定に基づき再開

される。

●ボールがインプレーで、フィールドの外で反則が起きた場合で、

― 競技者が既にフィールドの外にいて反則を犯した場合、プレーが停止

されたときにボールがあった場所でドロップボールによりプレーは

再開される。

― 競技者が反則を犯すためにフィールドから出た場合、プレーが停止さ

れたときにボールがあった場所からの間接フリーキックでプレーは

再開される。

●ボールがインプレーで、競技者がフィールド内で反則を犯した場合、

― 相手競技者に対しての反則の場合、反則が起きた場所からの直接フリ

ーキックまたはペナルティーキックでプレーは再開される。

― 味方競技者に対しての反則の場合、反則が起きた場所からの間接フリ

ーキックで、プレーは再開される。

― 交代要員または交代した競技者に対しての反則の場合、プレーを停止

したときにボールがあった場所からの間接フリーキックで、プレーは

再開される。

― 主審または副審に対しての反則の場合、反則が起きた場所からの間接

フリーキックで、プレーは再開される。

― その他の者に対しての反則の場合、プレーを停止したときにボールが

あった場所で、ドロップボールにより、プレーは再開される。

(４ページ参照）



第12条 ファウルと不正行為

物(またはボール)を投げる反則

ボールがインプレー中、競技者、交代要員、交代した競技者が物を相手競

技者やその他の者に対して無謀に投げつけた場合、主審はプレーを停止し、

その競技者、交代要員、交代した競技者を警告する。

ボールがインプレー中、競技者、交代要員、交代した競技者がものを相手

競技者やその他の者に過剰な力をもって投げた場合、主審はプレーを停止

し、乱暴な行為でその競技者、交代要員、交代した競技者に退場を命じる。

プレーの再開

●自分のペナルティーエリア内に立っている競技者がペナルティーエリア

外に立っている相手競技者にものを投げた場合、主審はプレーを停止し、

ものが当たった、または当たったであろう場所から行われる相手チーム

の直接フリーキックでプレーを再開する。

●自分のペナルティーエリア外に立っている競技者がペナルティーエリア

内に立っている相手競技者にものを投げた場合、主審はペナルティーキ

ックでプレーを再開する。

●フィールド内に立っている競技者がフィールド外に立っている相手競技

者にものを投げた場合、主審はプレーを停止したときにボールがあった

場所から行われる間接フリーキックでプレーを再開する。 (４ページ参

照）

●フィールド外に立っている競技者がフィールド内に立っている相手競技

者にものを投げた場合、主審はものが当たった、または当たったであろ

う場所から行われる相手チームの直接フリーキックまたはペナルティー

キックでプレーを再開する。

●フィールド外に立っている交代要員または交代した競技者がフィールド

内に立っている相手競技者にものを投げた場合、主審はプレーを停止し

たときにボールがあった場所から相手チームの間接フリーキックでプレ

ーを再開する。 (４ページ参照）



得点、得点の機会の阻止

相手競技者の決定的な得点の機会阻止で退場となる反則は2種類あるが、ペ

ナルティーエリア内で発生するものだけが対象となっているのではない。

決定的な得点の機会があり、相手競技者がボールを手で扱い、また相手競

技者にファウルをしたにもかかわらず、主審がアドバンテージを適用し、

その後直接得点となった場合、その競技者は退場を命じられないが、警告

されることがある。

主審と副審は、得点または決定的な得点の機会の阻止で競技者に退場を命

じるとき次の状況を考慮に入れなければならない。

●反則とゴールとの距離

●ボールをキープできる、またはコントロールできる可能性

●プレーの方向

●守備側競技者の位置と数

●相手競技者の決定的な得点の機会を阻止する反則が直接フリーキックま

たは間接フリーキックとなるものであること。



第13条 フリーキック

進め方

距離

競技者がフリーキックを素早く行って、ボールから9.15ⅿ離れていない相

手競技者がボールをインターセプトした場合、主審はプレーを続けさせる。

競技者が素早くフリーキックを行おうとして、ボールの近くにいた相手競

技者が意図的にキックを妨害した場合、主審はプレーの再開を遅らせたこ

とでその相手競技者を警告する。

守備側チームがそのチームのペナルティーエリア内でフリーキックを行う

とき、守備側競技者が素早くキックを行おうとしたが、ペナルティーエリ

アから出る時間的余裕がなく１名以上の相手競技者がそのペナルティーエ

リアに残っていた場合、主審はプレーを続けさせる。

ボールは、けられて動いたところでインプレーとなる。

フリーキックは、片足で、または両足で同時に持ち上げる方法でも行うこ

とができる。

相手競技者を混乱させるためにフェイントを用いてフリーキックを行うこ

とはサッカーの一部であり、認められる。しかしながら、フェイントが反

スポーツ的行為となる行動であると主審が判断した場合は、それを行った

競技者は警告される。

競技者がフリーキックを正しく行い、不用意でも、無謀でも、また過剰な

力を使うでもなく、意図的にボールを相手競技者にぶつけてはね返ったボ

ールを自分のものとした場合、主審はプレーを続けさせる。

片手を上げてフリーキックが間接であることを示すことを主審が怠ったが、

ボールがけられてゴールに入った場合、間接フリーキックは再び行われな

ければならない。最初の間接フリーキックが主審の誤りによって無効にな

るものではない。



第14条 ペナルティーキック

進め方

ペナルティーキックの準備

ペナルティーキックのときに相手を混乱させるためフェイントを用いるの

は、サッカーの一部であり認められる。しかしながら、フェイントが反ス

ポーツ的行為となる行動であると主審が判断した場合は、それを行った競

技者は警告される。

主審は、ペナルティーキックが行われる前に次の要件について確認する。

●キッカーが特定されている。

●ボールが正しくペナルティーマーク上に置かれている。

●ゴールキーパーがゴールポスト間のゴールライン上にいて、キッカーに

面している。

●キッカーとゴールキーパー以外の味方競技者、

― ペナルティーエリアの外にいる。

― ペナルティーアークの外にいる。

― ボールより後方にいる。



第14条 ペナルティーキック

笛が鳴ったのち、ボールがインプレーになるまでの違反

キックの結果

侵入の違反 ゴール ノーゴール

攻撃側競技者 ペナルティーキックを再び行う 間接フリーキック

守備側競技者 ゴール ペナルティーキックを再び行う

両チーム ペナルティーキックを再び行う ペナルティーキックを再び行う



第15条 スローイン

進め方 ― 違反

主審と副審は、スローインが行わるとき、相手競技者はスローインを行う

地点から２ⅿ以内に近寄れないことに留意する。必要であれば、主審はス

ローインの前に、この距離内にいる競技者を注意し、その後も正しい距離

まで下がらない場合は警告する。

競技者がスローインを正しく行い、不用意でも、無謀でも、また過剰な力

を使うでもなく、意図的にボールを相手競技者に投げてはね返ったボール

を自分のものとした場合、主審はプレーを続けさせる。

スローインからボールが直接相手競技者のゴールに入った場合、主審はゴ

ールキックを与える。スローインからボールが直接スローインを行った競

技者のゴールに入った場合、主審はコーナーキックを与える。

ボールがフィールドに入る前にグランドに触れた場合、スローインが正し

い進め方で行われたのであれば、再び同じ地点から同じチームにより行わ

れる。スローインが正しい進め方で行われなかった場合、相手チームがス

ローインを再び行う。



第16条 ゴールキック

進め方 ― 違反

ボールがペナルティーエリアから出て、他の競技者が触れる前に、ゴール

キックを正しく行った競技者が意図的にボールを再びプレーした場合、そ

の競技者はボールを再び触れた場所からの間接フリーキックで罰せられ

る。 (４ページ参照）。しかしながら、ボールを手で触れた場合、直接フリ

ーキックで罰せられ、必要であれば懲戒の罰則が与えられる。

ボールがインプレーになる前に相手競技者がペナルティーエリアに入って

守備側競技者によりファウルされた場合、ゴールキックが再び行われ、そ

の守備側競技者は、その反則の質により警告または退場が命じられること

がある。



第17条 コーナーキック

進め方 － 違反

正しい

正しい

正しい

正しくない

主審と副審は、ボールがインプレーになるまで相手競技者はコーナーアー

クから9.15ⅿ（10ヤード）以上離れていなければならないことに留意する

（フィールド外につけた任意のマークがこの距離を測るのに役立つ）。必要

であれば、主審はコーナーキックの前にこの距離内にいる競技者を注意し、

その後も正しい距離まで下がらない場合は警告する。

他の競技者がボールに触れる前にキッカーがボールを再び触れた場合、再

び触れた場所で相手チームに間接フリーキックが与えられる。 (４ページ

参照）

競技者がコーナーキックを正しく行い、不用意でも、無謀でも、また過剰

な力を使うでもなく、意図的にボールを相手競技者にぶつけてはね返った

ボールを自分のものとした場合、主審はプレーを続けさせる。

ボールは、コーナーアーク内に置かれ、キックされたときにインプレーと

なるので、インプレーになるためにコーナーアークから出る必要はない。

図は、ボールの正しい位置と、正しくない位置を示している。



試合またはホームアンドアウェーの対戦の勝者を決定する方法

ペナルティーマークからのキック

進め方

●ペナルティーマークからのキックは、試合の一部ではない。

●使用ができなくなった場合に限りゴールを変えることができる。

●キックを行う資格のあるすべての競技者がペナルティーマークからのキ

ックを終えたのち、次のキックのラウンドは最初のものと同じ順番で行

わなければならないということはない。

●それぞれのチームは試合終了時にフィールド上にいた競技者からキッカ

ーを選出するとともにキックを行う順番を決めなければならない。

●ペナルティーマークからのキックを行っているときにゴールキーパー以

外の競技者が負傷しても交代することはできない。

●ペナルティーマークからのキックを行っているときにゴールキーパーが

退場を命じられた場合、試合終了時にいた競技者がこれに代わる。

●ペナルティーマークからのキックを行っているとき、競技者、交代要員

または交代した競技者は警告、または退場を命じられることがある。

●ペナルティーマークからのキックを行っているときに一方のチームの競

技者が７人未満になった場合でも、主審は試合を中止しない。

●ペナルティーマークからのキックを行っているときに競技者が負傷し、

または退場を命じられて一方のチームが１人少なくなった場合でも、主

審はもう一方のチームのキックを行う競技者数を減らさない。両チーム

の競技者数を同じとすることが求められているのはペナルティーマーク

からのキックを始めるときだけある。



サッカー国際評議会の規約

名称と構成

目的

会議

(1993年２月 国際サッカー評議会承認）

本会は国際サッカー評議会（The International Football Association Board）

と称する。本会は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイ

ルランドの各サッカー協会、および国際サッカー連盟（FIFA）によって構

成され、以下この５団体を協会と呼ぶ。各協会はそれぞれ４名の代表を本

会に送ることができる。

評議会の目的は、評議会を構成する協会、および各大陸連盟、加盟協会の

年次総会またはしかるべき会議で審議され、評議会に提案された競技規制

の改正に関する事項、およびその他のサッカーに関する重要な事項につい

て審議決定することにある。

評議会は、年に２回会議を開催する。年次総会は合意により２月か３月に、

年次事務会議は合意により９月か10月に開催する。

総会および事務会議の日時および場所は、前年の年次総会において決定す

る。

当該年 の総会および事務会議は、同一の協会において開催する。開催国の

協会の代表が議長を務める。開催協会は持ち回りとする。

年次総会

年次総会においては、競技規則の改正に関する提案、および評議会に委託

されたサッカーに関する重要な事項について審議決定する。

年次事務会議

年次事務会議は、９月はまたは10月の合意された日に開催する。事務会議

においては、評議会に提案された一般的事務事項について審議する。こう

した事項については決定を行うことができるが、事務会議では競技規則に

関する改正を決定する権限は持たない。



サッカー国際評議会の規約

手続き

議事録

定数および投票権

年次総会

各協会は競技規則の改正に関する提案、競技規則の試行に関する要求、あ

るいは討議されるべき事項について、12月１日までに書面によって主催協

会の事務局長に提出する。提出された書面は印刷されて12月14日までに配

布される。提出された事項の修正は、１月14日までに書面によって主催協

会の事務局長に提出されなければならず、その書面は印刷されて２月１日

までに構成各協会に配布される。

年次事務会議

各協会は提案、競技規則に関する試行の要求、その他討議されるべき事項

について、会議の４週間前までに書面によって主催協会の事務局長に提出

する。

議題および関係書類は、会議の２週間前までに構成各協会に配布される。

大陸連盟および加盟協会は、それをFIFAが審議し、承認されれば会議の４

週間前までに主催協会の事務局長に書面を提出する日程的余裕を考えて、

適当な日までにFIFA事務局長に提案や要求、あるいは討議されるべき事項

を書面で提出することができる。

議事録は主催協会の事務局長が作成し、公式議事録として報告し、２月１

日までに次期主催協会に送付される。

会議はFIFAを含む４協会の出席がなければ成立しない。FIFAは加盟協会を

代表して４票の投票権を持つ。他の協会はそれぞれ１票の投票権を持つ。

提案が成立するためには、投票権を持つ出席者の３/４以上の賛成を必要と

する。



競技規則の改正

特別会議

評議会の決定

競技規則の改正は、年次総会において、投票権を持つ出席者の３/４以上の

賛成を得た場合にのみ行われる。

当該年の会議主催協会に、FIFA、あるいは他の２以上の協会から、提案事

項を添えて会議開催の要求が書面によりなされた場合には、会議主催協会

は特別会議を召集する。特別会議は要求のあった日から28日以内に開催さ

れなければならない。また21日前までに提出された書面のコピーを付して

構成各協会に通知しなければならない。

評議会の事務会議の決定は、別に合意された場合を除いて、決定された日

から有効となる。

評議会の年次総会における規則改正に関する決定は、総会の後の７月１日

から大陸連盟および加盟協会を拘束する。ただし、７月１日までにその年

のシーズンが終了していない大陸連盟、加盟協会にあっては、その施行を

次のシーズンの開始まで延期することができる。評議会において承認され

ない限り、大陸連盟や加盟協会はいかなる競技規則の変更も行ってはなら

ない。

当該年は、年次総会の終了した日から始まると解釈されている。

国際試合においては、評議会の年次総会のあとの７月１日から評議会の

決定は有効となる。


